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◆　与党が改憲手続き法案の「修正案」を提出　

　自公の与党は２７日、改憲手続き法案の「修正案」を特別委員会に提出しました。焦点となっていた公務員の地位利用への罰則規定は盛り込まなかったものの、公務員の投票運動への政治的関与の扱いについては、３年の間に結論を出すことを法案付則に盛り込むことにしています。 与党は、２８日の地方公聴会(新潟･大阪、)２９日の特別委員会、４月５日の中央公聴会を経て、同修正案を与党単独でも４月１２日の衆院憲法調査特別委員会で採決、１３日の衆院本会議で通過を図る構えです。

　提出された「修正案」は、昨年末の自公民の「修正協議」の内容を踏まえていますが、公務員や教員の運動規制を色濃くしたのが特徴です。安倍首相の再三の改憲発言に見られるように、改憲手続き法案は憲法改悪に直結しており、中り･公正とは程遠い希有の悪法との本質は変わりません。
◆ 与党の修正案は改憲との地続き法　
■ 公務員や教員の運動を抑えたい一心・・・

与党の修正案は、国民投票運動を選管職員等に限定して規制した上で、500万人に達する教員、公務員に適用されている国公法、地公法の「政治的行為の禁止」規定を国民投票運動に関しては適用しない旨を定めるとしながら、その上で「地位利用」の国民投票運動を禁じています。これには刑事罰は設けないものの、「悪質な国民投票運動」については公務員法上の「信用失墜行為」による懲戒や、刑法上の「職権濫用罪」を適用して厳格に対処するとしています。

与党の修正案は、５００万人とも言われる公務員や教員の国民投票運動を何が何でも規制する狙いが透けています。修正案はまた、国公法や地公法での行政処分の余地も残しており、絶大な萎縮効果を生み出すことになりかねません。

　国民投票運動は、主権者である国民１人１人が賛成・反対の判断をして改憲案を承諾するか否かを決めるものです。改憲案を発議するのは国会議員であっても、最終的に改憲を決定する権限は主権者･国民にあります。そのためには、すべての国民が自由に情報を得て、自由に議論し、自由に運動できることが前提条件でなければなりません。
まして、公務員や教員は、憲法９９条で憲法擁護の義務を負っており、その憲法を「守り生かす」ための運動を規制することは、憲法で保障された言論・集会・結社の自由や団結権を蹂躙するものです。

外国では公務員や教員の政治活動の自由が保障されており、国民投票運動を規制している国はどこにもありません。
■ 労働組合や市民団体も規制すれば・・・

　与党の修正案は「組織的多人数買収・利害誘導罪」を設け、明確な勧誘行為を明記し、適用条件を限定した上で「組織的多人数による買収・利害誘導運動」を規制する条項を盛り込んでいます。これには、「利害誘導」をタテに労働組合、市民団体、NPO、政党などの組織的な改憲反対運動を徹底的に押さえ込もうとする意図が見え隠れしています。時と場合によっては、労働組合や市民団体などの運動を弾圧することになりかねません。

■ ハードルは低く、最小の賛成で改憲成立・・・

与党の修正案は、「投票総数（賛成・反対の合計）の2分の1を超えた場合」に改憲案が承認されたものとするとしています。憲法９６条の「国民の過半数の承認」という場合、①有権者の過半数、②投票総数の過半数、③有効投票の過半数の３つの選択肢があります。「修正案」は、この中でもっともハードルが低い有効投票の過半数を承認の要件にし、最小の賛成で改憲案を成立させるものとなっています。
しかも、白票は無効票として投票総数にもカウントしないことにしています。白票も国民の明白な意思表示であり、それを無効票として排除すること自体が国民主権の原則に反するといわざるを得ません。これでは、投票率が低ければ、有権者である国民の４人に１人や５人に１人の賛成で憲法「改正」が成立することになります。
日本国憲法の硬性憲法の本質からするなら有権者者の過半数の賛成を改憲案承認の条件とするとか、諸外国にあるように最低投票率の制度を設けるべきですが、与党案は、ひたすら改憲の承認要件を最小にすることで改憲案を通りやすくしています。

これでは、唯一の改憲の決定権を持つ主権者・国民の権限を縮小し形骸化するものと言わざるを得ません。

■ テレビのCMは野放し、金で憲法を買うは易し・・・

テレビ・ラジオの有料意見広告は、投票日前14日間は禁止していますが、それ以前は何ら規制がなく、野放しの状態です。これでは大企業や財界、自民・公明など資金力の豊富な改憲勢力が大量のテレビCMを流し、お金で憲法を変えることになりかねません。これでは、資金力の多寡が改憲案に対する賛否の判断を左右することになります。

改憲勢力が資金力に任せてテレビ・ラジオのCMに超有名人を登場させ朝から晩まで改憲を呼びかけるスポットを流し続けるなら、多くの国民が何らかの影響を受けることは避けられないでしょう。一方、資金力の乏しい改憲反対勢力は、反論したくてもできないという事態が生まれかねません。

イタリアなど有料意見広告は、賛成・反対を厳格に平等に扱っている国もあり、そうした事例も研究し、資金力の多寡で改憲が決まってしまうことのないようにすべきです。

とくにテレビCMについては、放送時間、放送時間帯、回数など賛成･反対を平等に保障するとか、費用の一部を国が保障するなど、公正・公平な制度設計が必要です。
■ ウソとゴマカシが満載・・・　　

与党の修正案は、①投票権者は18歳以上とし、選挙権年齢が18歳に引き下げられるまでは20歳以上。②国民投票公報協議会を衆参各１０人の委員で構成し、広報活動を行なう。③この法律は、公布の日から起算して３年を経過した日から施行する。④衆参両院に設置する「憲法審査会」では憲法改正原案の審査や提出は公布後３年間行わない――などが柱になっており、改憲手続き法案の不公平で非民主的な本質にはいっさい手がつけられていません。

◆ 昨日２８日　新潟で地方公聴会

3月28日9時40分から２時間、新潟市ホテル日航新潟で地方公聴会が行われました。新潟の意見陳述人は大学教授や県弁護士会会長ら4人。国会議員は質疑者6人を含め10名あまり。傍聴人160名、ほか関係者、報道関係もふくめ200名を超えました。

意見陳述人4人のうち1名は「手続き法がなかったのが不備であり、周知期間も妥当、最低投票率はなくていい」としました。が、ほか3名は「国民の熟慮と総意に基づき慎重に行うべき」など、慎重なすすめかたを主張。「投票のやり方（一回・個別・区分）によっても白票の扱いが問題になる。場合によっては1割程度の賛成でも成立するようなあり方はあるべきでない」「国民に即断を求めているのと同じだ。60～180日というのも、国会にその判断、フリーハンドを与えるべきでない」「（“低くなることばかり考えるな。それこそ国民を馬鹿にしている”と自民党議員は言うが）議会と民意のずれが大きい。それだけに最低投票率といった“安全装置”が必要だ」など、最低投票率のありかたでも、また有料広告・メディア規制の問題、周知期間の短さ、公務員の運動についても、それぞれが「国民が十分に自分のこととして考え判断することができるものでならなければならない」「憲法は変えにくくすべき」という立場で意見陳述を行いました。

新潟での2時間と大阪の2時間、4時間で「民意は聞いた」と言うことにするのでしょうか。そこで出された意見は“慎重であるべき”でした。国会を民意で包囲・孤立・させる運動の重要さを痛感させられました。

憲法を守る新潟県センター（事務局・県労連）では、開催に先立って会場前でアピール行動を行いました。40人が参加し、7メートルの横断幕2枚、のぼり30本、ポスター20枚を会場周辺にかかげ、参加者・市民に訴えました。また、いますすめている意見広告ポスター・チラシ運動、５．３県民集会の成功に向かって全力を挙げる決意を固めあいました。
◆ 自公と憲法調査特別委委員に抗議要請FAXの集中を！・・　
<要請議員>　　　　　　　　　FAX番号　　　　　　　　　　＜政党＞　　　FAX番号
委員長　中山　太郎　　　０３－３５８０－００６６　　　　自由民主党　　　０３－５５１１－８８５５
自民党　保岡　興治　　　０３－３５０６－８７２８　　　　公明党　　　　　　０３－３２２５－０２０７

公明党　赤松　正雄　　　０３－３５０８－３４１２　　　　民主党　　　　　　０３－３５９５－９９２４
民主党　枝野　幸男　　　０３－３５９１－２２４９　　　　
　短信･ホットライン　
■ 高知の６地方議会が改憲手続き法案の反対・慎重審議を求める意見書が採択

　高知県の南国市、須崎市、本山町、大豊町、土佐町、黒潮町の各議会では、改憲手続き法案の廃案や慎重審議を求める意見書が3月議会で採択され、衆参両院議長、内閣総理大臣などに送付されました。

ある町議会では、「法の整備の問題」として反対討論が出る中、「充分に国民に周知されていないままの整備は性急すぎる」と賛成討論が出され、賛成多数で採択されました。また、一票差で採択された議会の事務局職員は「自民党、公明党などの表記のある陳情書では、採択が困難であるけれど、反対討論は出ずに、改憲手続法案の不充分な中味を述べる賛成討論があった」と語っています。

　須崎市議会の意見書は、「今回の改憲手続き法案を制定する動きは、2005年の自民党の新憲法草案決定、民主党の憲法提言発表に見られるように、日本国憲法第9条を改定して、日本をアメリカとともに海外で『戦争する国』に変えることと一体と言わなければなりません」として、「憲法改悪に直結する改憲手続き法案を廃案にすること」を要望する内容となっています。
　高知自治労連の松繁書記長は、「改憲手続き法案の重大な問題点を知らせる宣伝活動・学習活動などがすすめば、廃案に持ち込むことも可能です。今後も旺盛な宣伝活動、要請活動を続けていくことの重要性を実感した取り組みとなりました」と語りました。
